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小型浄化槽の清掃時の処理水質 
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 浄化槽は下水道と同等の生活排水処理施設として、市町村による整備が進められる状況にある。設置

後は、安定した処理を継続させるための定期的な保守点検と清掃が必要となる。浄化槽の処理水質は 1

年に 1 回法律で義務付けられている水質検査により測定される。しかしながら、法定検査では前回の清

掃からの経過月数に関する検討は行なわれていない。 

 ここでは、小型合併処理浄化槽について、前回清掃から通常の清掃間隔である約 12 ヵ月が経過した浄

化槽 10基の水質調査を実施した。その結果、実使用人員比 0.14～0.83で、処理水質は、BOD＜1～24 mg/L、

C-BOD＜1～22 mg/L、T-N2.7～42.4 mg/L の範囲で、処理性能 BOD 10 mg/L 以下、T-N 20 mg/L 以下の適

合基数はそれぞれ 5 基（C-BOD は 7 基）、7 基であった。 
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大阪府は、従前より生活排水 100％適正処理に取り

組んでいる 1)。しかしながら、平成 19 年度末の汚水衛

生処理率注 1) は 91.4％であり、残りの 8.6％で生活排水

の適正処理が求められる。生活排水処理の現況は、下

水道処理人口 87.8％、合併処理浄化槽処理人口 3.6％2)

である。一方、施設整備状況を示す汚水処理人口普及

率注 2)（平成 19 年度末）3) は 94.2％で、このうち下水

道整備人口は 91.3％（791 万人）、浄化槽整備人口は

2.9％（25 万人）となっており、100％適正処理達成の

ためには下水道未接続(3.5％、30 万人)の解消と、下水

道未整備地域の単独処理浄化槽(単独)とくみとりにお

ける生活排水処理施設整備が必要となる。 

浄化槽は、平成 6 年に生活排水処理設備として市町

村が設置する事業に補助金が創設された。これにより、

下水道と同等の生活排水処理施設として位置づけられ

た。市町村による浄化槽整備事業は、平成 21 年度、全

国では225市町村、大阪府では5市町が実施している。

生活排水処理施設は、効率的な整備が求められており、 
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平成 21 年 7 月現在、生活排水処理計画を見直し中の都

道府県が 34 道府県 4)あり、地方債残高による地方財政

の悪化により財政再建が求められる中、整備コストが

小さい浄化槽による生活排水処理が今後ますます推進

されるものと考えられる。 

下水道は市や都道府県などの公的機関が管理する

のに対して、浄化槽は設置者が管理を行なわなければ

ならない。個人設置の場合は、運転管理に必要な保守

点検清掃が徹底されない場合があり、水質悪化の原因

となる。一方、市町村設置型の浄化槽は市町村が設置、

管理するために、点検、清掃の確実な実施が期待され

る。 

浄化槽の処理状況を確認するための水質検査は、浄

化槽法により、使用開始後 3 ヵ月経過時から 5 ヵ月間

に実施される 7 条検査と、毎年１回の受検が義務付け

られている 11 条検査(法定検査)で実施される。法定検

査データは、一部の機関ではインターネット上で、処

理水 BOD 濃度、実使用人員比、検査実施月、処理方 

注 1：トイレ排水と生活雑排水を下水道、合併処理浄化槽などに接

続して処理を行なっている人口割合。 

注 2：生活排水処理施設が整備された人口の割合。下水道が供用開

始された下水道整備区域人口、合併処理浄化槽や農業集落排水処理

施設などが整備されて供用開始された人口の割合。 
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式や型式毎の BOD 20 mg/L 以下の適合率や BOD 平均

値などが公表されている 5-8)。 

浄化槽は処理の継続により、汚水中の汚濁物質が分

解除去されるとともに、一部が生物合成に利用され、

汚泥となって槽内に蓄積する。小型浄化槽では、槽内

に蓄積した汚泥は毎年 1 回実施される清掃時に引き出

される。清掃からの経過により汚泥が蓄積し、処理水

質が不安定になることが懸念される。しかし、清掃か

ら経過した月数による浄化槽処理水についての報告は

ない。 

ここでは、町が管理している浄化槽を事例に、小型

合併処理浄化槽について、長期的な水質を確認する目

的で、前回清掃から約 1 年が経過した清掃時期の浄化

槽処理水を測定したので報告する。 

 

調査方法 

 

1. 調査対象浄化槽 

調査した浄化槽は、全て市町村が管理している性能

評価型 10 基である。維持管理は、業者委託されており、

保守点検を年 4 回、清掃を年 1 回実施している。設置

年度は平成 11～13 年が 9 基（窒素除去型：A 型、A’

型、B 型）と、平成 18 年が 1 基（窒素リン除去型：C

型）である。型式による処理フローを図 1～3 に、各槽

の容積と建築センターの一般評定値(処理性能)を表 1

に示す。 

窒素除去型浄化槽の総容積(5 人槽)は、構造例示型浄

化槽の嫌気ろ床接触ばっ気方式と同程度で、窒素リン

除去型はそれよりも 0.3 m3大きい。また、いずれの型

式でも流量調整容量が 0.4～0.5 m3設定されている。 

浄化槽の処理性能値は、BOD 10 mg/L 以下、窒素 20 

mg/L 以下、（一部 SS 15 mg/L 以下、リン除去型のみ

リン 1 mg/L 以下）である。 

処理方式は接触ばっ気方式が A 型と A’型の 2 型式

で、A’型は A と型の後継機種で、循環計量装置とブロ

ワ台数が変更されている。生物ろ過方式は B 型、C 型

の 2 機種であった。 

A 型と A’型の 1 次処理は第 1 室が夾雑物除去槽、第

2 室が嫌気ろ床槽で、流量調整部を浄化槽の全槽で持

たせており、処理水は沈殿槽の水面から数 10 センチメ

図1　A、A’型のフローシート

図2　B型のフローシート

図3　C型のフローシート
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ートルに設置された集水管よりエアリフトポンプによ

り消毒槽へ移送させる工夫が行われている。 

B型とC型の2次処理は、担体流動生物ろ過方式で、

槽の上部を常時ばっ気による生物反応部（または担体

流動部）、下部にろ過部を配置している。ろ過部はタ

イマーによる自動逆洗が毎日実施される。1 次処理は

第 1 室と第 2 室が嫌気ろ床槽で、流量調整部は B 型が

嫌気ろ床槽第 1 室に、C 型は嫌気ろ床槽第 1 室と第 2

室にある。リン除去型の C 型は担体流動槽上部にリン

除去のための鉄電極が設置されている。 
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接触ばっ気
方式

A、A'型 B型 C型

1.531 1.931 2.116 1.500

生物反応槽 1.014 0.308 0.728 1.000

沈殿槽または処理水槽 0.314 0.449 0.265 0.300

消毒槽 0.019 0.026 0.021 0.010

（0.411） （0.427） （0.487） -

2.878 2.714 3.130 2.810

BOD（mg/L以下) 10 10 10 20

SS（mg/L以下) 15 - 10 -

T-N（mg/L以下) 20 20 10 -

T-P（mg/L以下) - - 1 -

流量調整機能を持つ槽の容積はH.W.Lの容積を示した。

表1　型式ごとの槽容積と処理性能(5人槽)

2次処理の処理方式

1次処理 （ｍ
3
）

2次処理

（ｍ
3
）

合計（ｍ
3
）

処理性能

担体流動
生物ろ過方式

嫌気ろ床
接触ばっ気
方式の例

型式

(流量調整)再掲（ｍ
3
）

 
 

表2　浄化槽の使用状況と処理状況

BOD
C-

BOD
SS T-N 透視度 BOD SS T-N

mg/L mg/L mg/L mg/L 度 mg/L mg/L mg/L

1 12.1 0.63 6 4 13 42.4 30 110 65 57.2

2 12.2 0.67 16 12 14 30.1 19 37 60 31.7

3 13.5 0.20 14 2 18 29.5 50 - - -

4 13.2 0.33 11 10 10 17.8 23 24 18 17.1

5 12.9 0.40 17 16 16 16.1 16 34 25 17.1

6 12.7 0.57 2 1 1 11.3 50 54 35 14.1

7 12.3 0.83 24 22 22 14.9 13 - - -

8 12.2 0.14 ＜1 ＜1 1 2.7 ＞50 ＜1 2 3.2

9 12.2 0.25 2 ＜1 2 7.1 ＞50 13 7 9.0

10 C 12.7 0.40 6 4 7 7.1 50 - - -

１次処理　第1室流出水

月数
(月)

型式

処理水

No 人員比

A

A'

B

 
 

2. 採水方法 

処理水は沈殿槽または処理水槽で、スカムを混入し

ないように電池式ポンプを用いて採水した。A 型、A’

型、C 型の 1 次処理水は、1 次処理第 2 室流入部付近

の水を杓で採水した。槽上部にスカムが生成している

浄化槽については採水を行なわなかった。B 型の浄化

槽については、嫌気ろ床槽第 1 室から流出する流量調

整流出水を 1 次処理水とした。 

 

3. 調査項目 

調査項目は BOD、SS、総窒素（T-N）とし、下水試

験方法に準拠して行なった。処理水については透視度

と硝化を抑制した BOD（C-BOD）も測定した。 

 

 

結果 

 

各浄化槽の人員比（使用人員/人槽）、清掃からの経

過月数、型式、処理水と 1 次処理水の水質を表 2 に示

す。清掃からの経過月数は、12.1～13.5 ヵ月で、いず

れの浄化槽も 12 ヵ月以上経過していた。人員比は 0.14

～0.83 の範囲で、0.4 以下と人員比が小さいものが 6

基あり、全体的に人員比が小さい浄化槽の調査となっ

た。 

処理水 BOD は 1 未満～2 4mg/L の範囲で、処理性能

値である BOD 10 mg/L 以下が 5 基であった。処理水

T-N が 20 mg/L 以下は 7 基であった。BOD と T-N がと

もに処理性能値以下であったものは 4 基であった。 

放流水の水質の技術上の基準値である BOD 20 mg/L

を超えていたものは 1 基で、その BOD は 24 mg/L と
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基準値をわずかに超えている程度であった。今回調査

を実施した 10 基の浄化槽は、清掃から約 1 年後におい

て、浄化槽の放流水の水質の技術上の基準値をおおむ

ね維持した状態であった。 

処理方式別に見てみると、担体流動生物ろ過方式の

調査基数は 3 基と少ないが、3 基とも BOD 10 mg/L 以

下、T-N 20 mg/L 以下で透視度 50 度以上で、清掃時期

においても処理水質が処理性能値以下であった。これ

はらの人員比は、0.14、0.25、0.40 と特に小さかった。 

接触ばっ気方式の調査基数は 7 基であった。BOD  

10 mg/L 以下、T-N 20 mg/L 以下、SS 15 mg/L 以下は 1

基であった。A’型の浄化槽では、人員比が 0.33、0.4

と担体流動生物ろ過方式と同程度の小さいものでも、

処理性能値を超えるものがあった。これは、透視度が

23 度、16 度と低いことが影響していると考えられた。

一方、透視度が 50 度であるにもかかわらず、BOD は

14 mg/L の浄化槽（No.3）があった。これは、5 人槽に

1 名使用と負荷が小さく、T-N が 29.5 mg/L、アンモニ

ア性窒素が 6.5 mg/L、C-BOD が 2 mg/L であったので、

窒素由来の BOD によるものと考えられる。T-N が 20 

mg/L を超えたものは、硝酸性窒素濃度が殆ど検出され

ないもの 1 基、今回の調査 6 ヵ月前と 3 ヵ月後に測定

した 1 次処理水の T-N が約 97 mg/L と浄化槽設計に用

いる流入水濃度である 50 mg/L よりも大きく、窒素負

荷が高いと思われるもの 1 基、原因不明が 1 基であっ

た。 

接触ばっ気方式では、人員比が低い場合でも、清掃

から 12 ヵ月経過時には、処理性能値以下のものが少な

かった。 

1 次処理水の BOD は、1 未満～110 mg/L の範囲で、

浄化槽設計時の流入水 BOD 200 mg/L に比べて小さか

った。これは、1 次処理第 1 室での BOD 除去や、沈殿

槽または処理水槽から 1 次処理第 1 室（B 型，C 型）

または 1 次処理第 2 室流入部（A 型，A’型）への循環

による影響と考えられる。特に定量移送装置流出水を

採水したC型の浄化槽はBODが3 mg/L以下と13 mg/L

と特に小さかった。 

 

考察 

 

前回清掃から約 12 ヵ月が経過した小型浄化槽 10 基

の処理水質の測定を実施した。調査した浄化槽の人員

比は 0.14～0.83 の範囲で、0.4 以下が 6 基と人員比が

低いものが多かった。 

浄化槽法に定められている放流水の水質の技術上の

基準値である BOD 20 mg/L 以下は 9 基で、20 mg/L を

超えた浄化槽でも 24 mg/L であり、概ね適正な処理が

確認された。 

しかし、処理性能値と比較すると、担体流動生物ろ

過方式の浄化槽は BOD、T-N ともに処理性能値以下で

あったが、接触ばっ気方式の浄化槽は、処理性能値以

下のものは 1 基であった。担体流動生物ろ過方式の調

査基数が少なく、いずれの浄化槽も人員比が小さかっ

たので、今後人員比の大きな浄化槽についても調査が

必要である。接触ばっ気方式の浄化槽は、人員比が低

い場合でも BOD 処理性能値を超えて、透視度が低い

傾向にあったので、人員比以外の要因が処理水質に影

響していると考えられた。維持管理内容を充実するこ

とにより処理水質が改善するかどうか、検討が必要と

考えられた。 

浄化槽の処理水質は槽内に蓄積した汚泥量の増加に

ともない、水質が不安定になると考えられる。したが

って、清掃からの経過期間を考慮して処理水質が適切

に維持されていることを把握する必要が有り、法定検

査データや維持管理データを効率的に管理することが

必要である。さらに、近年次々と新しい浄化槽が開発

され、槽容積をよりコンパクトにするものも開発され

ている。槽容積が小さくなれば、処理水質は流入負荷

による影響を受けやすくなることが懸念される。また、

保守点検や清掃に、従来の浄化槽には無かった作業内

容が型式ごとに求められる状況となっており、今後ま

すます、維持管理と清掃作業が複雑化し、処理水質に

与える影響が大きくなると考えられる。 

今後、新しく開発される浄化槽の処理状況把握、水

質が安定しない浄化槽についての管理手法の確立など、

浄化槽の処理が適切に実施されるよう、水質や管理に

関する調査が必要である。 
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